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別紙 

 

東松島市議会基本条例（案） 

 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条―第２条) 

第２章 議会及び議員の活動原則(第３条―第８条) 

第３章 市民と議会の関係(第９条) 

第４章 議会と市長等の関係(第 10 条―第 12 条) 

第５章 自由討議による合意形成(第 13 条) 

第６章 政務調査費(第 14 条) 

第７章 議会事務局の体制整備等(第 15 条―第 16 条) 

第８章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬(第 17 条―第 18 条) 

第９章 最高規範性及び見直し手続き(第 19 条―第 20 条) 

附則 

前文 

 近年、国から地方への権限移譲により、地方自治体の自己決定・自己責任の拡大が

進む中で、これまで以上に地方議会が果たすべき役割及び責務が大きくなっている。 

 東松島市議会(以下「議会」という。)は、市民の選挙により選出された議員により

構成され、同じく市民の選挙により選出された市長との二元代表制であるとともに、

市の最高の意思決定機関である。 

市長その他の執行機関（以下「市長等」という。）と緊張ある関係を保ちながら、

市政経営について調査、監視及び評価を行うとともに、政策の立案及び提言を行うこ

とが求められている。 

 議会は、今後も議会の活性化を積極的に推進し、市政に対する市民の意思の反映に

全力を尽くすため、ここに、議会の基本理念、議員の責務及び活動原則、議会運営の

原則、議会と市民及び市長その他の執行機関との関係等に関する基本的事項を明らか

にし、将来にわたって市民の負託にこたえるため、東松島市まちづくり基本条例を尊

重し議会の最高規範として、この条例を制定する。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、議会の運営全般に関する基本的な事項を定め、二元代表制にお

ける意思決定機関として、市民に開かれた議会活動を行い、市民の福祉向上及び市
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政の進展に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第２条 議会は、市政における最高の意思決定機関として地方分権時代を先導する議

会を目指し、市民の意思を市政に反映させるため、公平かつ適正な議論を尽くして

自らの責任と権限による地方自治の実現に取り組むものとする。 

２ 議会は、多くの市民が議会の運営及び活動に対して関心を持てるよう努めるもの

とする。 

３ 議会は、市民が議員の活動を的確に評価し、一般選挙の判断基準とされるよう努

めるものとする。 

第２章 議会及び議員の活動原則 

（議会の活動原則） 

第３条 議会は、次に掲げる事項に基づき活動するものとする。 

（1） 公正性及び透明性を確保するとともに、市民に開かれた議会を目指す。 

（2） 市民の多様な意見を把握し、政策形成に適切に反映できるよう、市民参加の

機会の拡充に努める。 

（3） 市民の視点を活かし、議員の自由な議論・討論を行い、政策提言、政策立案

等の強化に努める。 

（4） 市民本位の立場から、適正な市政運営が行われているかを監視し、評価する。 

（5） 議会運営は、市民の傍聴の意欲が高まるよう、分かりやすい視点、方法等で

行う。 

（委員会の活動） 

第４条 議会は、審議の迅速かつ能率的な処理を図るとともに、議員の専門的な知識

や経験を活かすため、常任委員会及び議会運営委員会を置く。また、必要がある場

合には、特別委員会を置くものとする。 

２ 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会（以下「委員会」という。）は、社

会・経済情勢等により新たに生じる行政課題に適切かつ迅速に対応するため適切な

運営により機動力を高めるものとする。 

（議員研修の充実強化） 

第５条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上等を図るため、議員研修の充実

強化を図るものとする。 

２ 議会は、議員研修の充実強化に当たり各分野の専門家、有識者等と議論する機会

を活用するものとする。 

（議会広報の充実） 

第６条 議会は、市民との情報の共有化を図るため、議論・討論の内容を市民に対し
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て周知するよう努めるものとする。また、議員は、自らが問題意識を持ちながら広

報・広聴活動を行わなければならない。 

２ 議会は、議会広聴広報委員会を設置し、議会説明会の開催や議会広報紙の発行、

インターネットなど多様な広報媒体を活用することにより、多くの市民が議会に関

心を持てるよう努めるものとする。 

３ 議会広聴広報委員会については別に定める。 

（議員の活動原則） 

第７条 議員は、議会が言論の場及び合議制であることを認識し、議員間の自由な議

論及び討議の推進を図らなければならない。 

２ 議員は、市民の代表としてふさわしい活動を行わなければならない。なお、活動

に当たっては、市政の課題全般について、課題別及び地域別に市民の意見を的確に

把握し、反映しなければならない。 

３ 議員は、議会の構成員として、市民全体の福祉の向上を目指して活動しなければ

ならない。 

（会派） 

第８条 議員は、議会活動の円滑化及び効率化を図るため、理念を共有する者で構成

される会派を結成することができる。 

２ 会派は、政策立案、政策決定、政策提言等に関し、議員間の議論を深め、その実

現に努めなければならない。 

３ 会派は、その活動について、議長に報告し市民に対して説明するよう努めなけれ

ばならない。 

第３章 市民と議会の関係  

（市民参加及び市民との連携） 

第９条 議会は、市民に対しその有する情報を発信し、情報の共有を推進するととも

に、説明責任を積極的に果たすものとする。 

２ 議会は、本会議のほかすべての会議について、原則公開するものとする。 

３ 議会は、委員会の運営に当たり、公聴会制度及び参考人制度を十分活用して、市

民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努めるものとする。 

４ 議会は、市民自治の視点による請願・陳情を市民提案と位置づけ、その提案者の

説明を聴く機会を設けるよう努めるものとする。 

５ 議会は、主要な議案に関する個々の議員の採決を公表する等、議員の活動が市民

の的確な評価を受けるための仕組みを策定するよう努めるものとする。 

第４章 議会と市長等の関係 

（議会及び議員と市長等の関係） 
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第１０条  議会の本会議における代表質問及び一般質問は、一問一答方式とする。 

２ 議員は、市政の論点又は争点を明確にし、議論するよう努めなければならない。 

３ 議長の求めに応じて本会議及び委員会へ出席する市長等は、議員の質問及び質疑

に対する説明をより的確に行うことができるよう、別に定める運用により議長又は

委員長の許可を得て質問者に反問することができるものとする。 

（政策形成過程等の監視及び評価） 

第１１条 議会は、市長が提案する重要な政策について、政策評価をとおして政治的

責任を十分行使するため、市長に対し、次に掲げる事項について明らかにするよう

求めるものとする。 

（1）政策等の提案理由 

（2）他の自治体の類似する政策との比較  

（3）市民参画の有無及びその内容 

（4）政策決定に使用した情報と公開の有無 

（5）総合計画との整合性 

（6）財源措置  

（7）将来にわたるコスト計算 

２ 議会は、市長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すに当たっては、

前条の規定に準じて、市長に対し施策別の分かりやすい政策説明資料の提出に努め

るよう求めるものとする。 

（議決事件の拡大等） 

第１２条 議会は、地方自治法第９６条第２項の規定による議会の議決すべき事件に

ついて、議会の監視機能上の必要性と市長の政策執行上の必要性とを比較考量し、

別に条例で定めるものとする。 

２ 議会は、市長等が各行政分野における基本的な計画の策定、変更等をするために

計画の概要を公表し、広く市民等から意見等を募集するときは、あらかじめ、市長

等に当該計画の策定、変更等を行う理由及び概要の説明を求めるものとする。 

第５章 自由討議による合意形成 

（議員間の自由討議） 

第１３条  議長及び委員長は、議会が議論及び討議の場であることを認識し、市長等

に対する本会議等への出席要求を最小限にとどめ、議員間の討議を中心に運営しな

ければならない。 

２ 議会は、議員間の議論・討議について、会派の方針に捉われることなく自由討議

を中心とし議会の自律性を高めるものとする。 

３ 議会は、本会議及び委員会において、市長の政策提案・市民提案等の結論を出す
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に当たり議論を尽くしたうえで合意形成に努めるとともに、市民に対する説明責任

を果たすものとする。 

第６章 政務調査費 

（政務調査費の執行及び公開） 

第１４条 会派は、議員の調査研究に資するため必要な経費の一部として交付された

政務調査費を効果的かつ効率的に活用し、政策の形成及び決定に反映するものとす

る。 

２ 議会は、政務調査費の使途の公正性及び透明性を確保するため、収支報告書及び

証拠書類等を公表するものとする。 

３ 政務調査費の交付を受けた会派は、1 年に 1 回以上、その活動状況を市民に報告し

なければならない。 

４ 前３項に定めるもののほか、政務調査費に関しては、別に条例の定めるところに

よる。 

第７章 議会事務局の体制整備等 

（議会事務局の体制強化） 

第１５条 議長は、議会の政策能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うた

め、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。 

２ 議会は、地方分権時代にふさわしい議会のあり方について調査研究するため、他

の自治体の議会等との交流及び連携を推進するものとする。 

３ 議会は、議事機関としての機能を確保するとともに、より円滑な議会運営をする

ため、必要な予算の確保に努めるものとする。 

（議会図書室の活用） 

第１６条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、図書及び資料の

充実に努めるものとする。 

２ 図書室は、議員のみならず、誰もが利用できる開かれた施設として、利用促進に

努めるものとする。 

第８章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬 

（議員の政治倫理） 

第１７条  議員は、市民からの負託を受けた者として、その活動に公正性・透明性等

が求められることから、別に定める条例及び議員の倫理等に関する議決事項を遵守

しなければならない。 

（議員定数及び議員報酬） 

第１８条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。 

２ 議員定数及び議員報酬の改正に当たっては、行財政改革の視点だけではなく市政
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の現状と課題、将来の予測と展望を考慮するとともに市民等の客観的な評価等を参

考としなければならない。 

３ 議員定数及び議員報酬の条例改正は、市民の直接請求及び市長の提案を除き、委

員会又は議員が提案し、その理由について説明するものとする。 

第９章 最高規範性及び見直し手続 

（最高規範性） 

第１９条 この条例は、議会における最高規範であり、議会に関する他の条例等を制

定し、又は改廃するときは、この条例に定める事項との整合を図らなければならな

い。 

（見直し手続） 

第２０条 議会は、一般選挙を経た任期開始後、できるだけ速やかに、この条例の目

的が達成されているかどうかを議員全員において検証するものとする。 

２ 議会は、前項による検証の結果に基づいて、この条例の改正を含む適切な措置を

講じるものとする。 

３ 議会は、この条例の改正を行う場合には、本会議において改正の理由及び背景を

説明するものとする。 

   附 則 

 この条例は、平成２３年４月１日から施行する。 
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東松島市議会基本条例の制定について 

 

（提出の理由） 

平成２１年議会改選後、佐藤議長より議会全般にわたる改革について議会運営委員

会に諮問を受け、検討した結果、合併後４年間の経緯(２回にわたる改革)を踏まえ、

６月に特別委員会ではなく議会運営委員会の所掌とし行うことを決定し、議会におい

ても改革は必要と満場で議決を経て改革に取り組むことになりました。 

最近、市民の価値観の変化や行政に対するニーズが多様化し市民と一体となった開

かれた議会が求められるようになりました。このような背景の中で議会運営委員会と

してはすぐに基本条例の作成に取り掛かったのではなく、まず平成２１年度は東松島

市になって過去２回の議会改革の検証と各会派及び議員から議会全般にわたり改革が

必要と思われる項目の３１項目を挙げていただきました。これらを審議するに当たり

「改革は誰のために・なぜ必要なのか」の観点からメインコンセプトを「市民に開か

れた信頼される議会作りに更なる改革」とし、サブコンセプトとして「将来的に市発

展のための改革・市民意向実現のための改革・議員のための改革」とし（１）議会の

効率的な運営と機能の強化（２）議会・議員による政策立案の推進（３）議員が責任

ある行動をする（４）議会が市民へ説明責任を果たす（５）魅力ある議会と可能性の

追求の５つのジャンルに３１項目を分け議論、協議をしました。そしてこれらをまと

める形で東松島市議会基本条例の作成に取り掛かりました。 

これは前文から始まり第９章の中に第２０条、５４項目の中にまとめて議員提案に

よる東松島市議会基本条例として条例化しようとするものです。 

内容の特徴として市民の代表を強く意識した開かれた議会、議員活動を通して選挙

を意識している。逆に言えば市民の皆さんに議会議員活動に対して関心と評価をしっ

かりしてくださいとのメッセージがあります。また、文章の終わりの表記は、議会は

「努める」で終わり努力目標にしているのに対して、議員は「ねばならない」と義務

化しています。この条例はわれわれ議会の憲法として、さらに議会が最高の意思決定

機関としての強い意志を持ち市民の皆様に約束をしようとするものです。 

最後にこのような基本条例を作成してもすべてはいかに実行するかにかかっていま

す。すべて一度に実行できないものもあると思いますが目標を高く持って努力しなけ

ればならないと思います。いずれにしても今後の実行にかかっていますが、議員定数

条例については限定数を削減することで全員協議会において決定していますので急ぐ

必要があります。その他関連する条例の見直しや規則、先例などは２月定例会で提案

します。 


